
 

【大切なお知らせ】 
 

 

※令和７年４月１日から食事の標準負担額が変更になります。 

 

 

令和７年３月３１日まで【入院時の食事代の標準負担額（１食あたり）】 

所得区分 標準負担額 

現役並み所得者 及び 一般 ４９０円（注） 

住
民
税 

非
課
税
世
帯 

低所得者Ⅱ  

（区分Ⅱ）  

過去１２か月で９０日以内の入院 ２３０円 

過去１２か月で９０日を超える入院 １８０円 

低所得者Ⅰ（区分Ⅰ） １１０円 

（注） 指定難病の人などは２８０円です。 

      ↓ 
 

令和７年４月１日から【入院時の食事代の標準負担額（１食あたり）】 

所得区分 標準負担額 

現役並み所得者 及び 一般   ５１０円（注） 

住
民
税 

非
課
税
世
帯 

低所得者Ⅱ  

（区分Ⅱ）  

過去１２か月で９０日以内の入院 ２４０円 

過去１２か月で９０日を超える入院  １９０円 

低所得者Ⅰ（区分Ⅰ） １１０円 

（注） 指定難病の人などは３００円です。 
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